
老人福祉計画の見直しについて

計画の期間は令和６年度～令和11年度の６年間とします。
なお、介護保険事業計画の第９期事業計画は令和６年度～令和８年度の３年間、第10期は令和９年度
～令和11年度の３年間となります。

計画：P５ ４ 計画の期間

令和８年度（2026年度）の見直しは、介護保険事業計画のみとなっているが、
介護財源を活用している以上、老人福祉計画にも影響があることから、同時に
見直す
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